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(57)【要約】
　本発明に係る半導体装置の検査装置は、検査用ＬＳＩと、電源供給ユニットと、検査用
ＬＳＩ及び電源供給ユニットとテスターと間の接続用に設けられた中間基板とから構成さ
れる。検査用ＬＳＩは、検査回路及び波形整形回路と、被検査半導体装置と対向するよう
に設けられた誘電体材料層と、この誘電体材料層の前記被検査半導体装置と対向する面に
おける被検査半導体装置の外部端子電極の位置に対応する位置に配置された電極と、誘電
体材料層を貫通すると共に前記電極に接続されて外部と信号送受信するための第１の貫通
電極と、を有する。前記電源供給ユニットは、前記被検査半導体装置の電源電極に対応す
る位置に配置されその先端に金属突起を備えた弾性を有する相互に独立したプローブピン
と、このプローブピンに電気的に接続され第１の配線層が形成された基材と、この基材を
貫通した第２の貫通電極と、を有する。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
検査用ＬＳＩと、電源供給ユニットと、前記検査用ＬＳＩ及び前記電源供給ユニットとテ
スターとの間の接続用に配置された中間基板とを有し、前記検査用ＬＳＩは、検査回路及
び波形整形回路と、被検査半導体装置と対向するように設けられた誘電体材料層と、この
誘電体材料層の前記被検査半導体装置と対向する面における前記被検査半導体装置の外部
端子電極の位置に対応する位置に配置された電極と、前記誘電体材料層を貫通すると共に
前記電極に接続されて外部と信号送受信するための第１の貫通電極と、を有し、前記電源
供給ユニットは、前記被検査半導体装置の電源電極に対応する位置に配置されその先端に
金属突起を備えた弾性を有する相互に独立したプローブピンと、このプローブピンに電気
的に接続され第１の配線層が形成された基材と、この基材を貫通した第２の貫通電極と、
を有することを特徴とする半導体装置の検査装置。
【請求項２】
前記プローブピンにおける前記金属突起は１層以上の金属層からなり、前記金属突起の表
面には前記被検査半導体装置の前記電源電極の材料に応じて接触特性の良い材料からなる
１層以上の金属層が形成され、前記第１の配線層上には１層以上の金属層からなる第２の
配線層が形成され、前記金属突起の表面に形成された前記１層以上の金属層と前記第２の
配線層とが分離された構造であることを特徴とする請求項１に記載の半導体装置の検査装
置。
【請求項３】
前記誘電体材料層は、高い比誘電率及び弾性を有する材料から形成されていることを特徴
とする請求項１又は２に記載の半導体装置の検査装置。
【請求項４】
前記検査用ＬＳＩと前記電源供給ユニットとを連結する連結部材と、前記連結部材により
連結された前記検査用ＬＳＩ及び前記電源供給ユニットと前記中間基板との間に配置され
その電極部に導電性粒子を集中化した異方性導電シート又は金属細線を埋設した異方性導
電シートと、前記電源供給ユニットの前記第１の配線層側から前記電源ユニットを介して
前記異方性導電シートを支持することにより前記異方性導電シートを前記中間基板に固定
する固定部材と、を有することを特徴とする請求項１乃至３のいずれか１項に記載の半導
体装置の検査装置。
【請求項５】
前記検査用ＬＳＩは、高密度配線基板と検査専用ＬＳＩとに分離され、前記高密度配線基
板は、前記被検査半導体装置と対向する面における前記被検査半導体装置の前記外部端子
電極の位置に対応する位置に配置された表面電極と、前記被検査半導体装置と対向する面
とは反対側の面に形成された裏面電極と、前記表面電極と前記裏面電極とを接続する配線
層とを有し、前記検査専用ＬＳＩは、前記検査回路及び前記波形整形回路を有し、前記高
密度配線基板と前記検査専用ＬＳＩとを電気的に接続したことを特徴とする請求項１乃至
３のいずれか１項に記載の半導体装置の検査装置。
【請求項６】
前記第２の配線層の体積抵抗率は、前記第１の配線層の体積抵抗率よりも小さいことを特
徴とする請求項２乃至５のいずれか１項に記載の半導体装置の検査装置。
【請求項７】
前記電源供給ユニットにおける前記第１の配線層と前記基材との間に、１層以上の金属層
からなる第３の金属層が形成されていることを特徴とする請求項２乃至６のいずれか１項
に記載の半導体装置の検査装置。
【請求項８】
前記第３の金属層の体積抵抗率は、前記第１の配線層の体積抵抗率よりも小さいことを特
徴とする請求項７に記載の半導体装置の検査装置。
【請求項９】
前記金属突起の形状は、前記被検査半導体装置と対向する面の形状を長方形状とする角柱
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形状であり、その幅は、前記プローブピンの幅以下であり、その長さは、前記プローブピ
ンが前記半導体装置の電源電極と接触してからの前記プローブピンの先端部の移動量と前
記プローブピンの長手方向の位置公差及び前記半導体装置の電源電極の寸法公差を考慮し
た長さとを加えた寸法以上であり、その高さは、前記第１の配線層の表面を基準として、
前記被検査半導体装置の電源電極が前記金属突起と接触してからの押込み量と前記金属突
起の高さ公差及び前記被検査半導体装置の電源電極の高さ公差を考慮した高さとを加えた
寸法以上であることを特徴とする請求項１乃至８のいずれか１項に記載の半導体装置の検
査装置。
【請求項１０】
前記金属突起の表面に形成された前記１層以上の金属層は、金又は金合金層であることを
特徴とする請求項２乃至９のいずれか１項に記載の半導体装置の検査装置。
【請求項１１】
前記金属突起の表面に形成された前記１層以上の金属層は、その表面に微細凹凸形状を有
することを特徴とする請求項２乃至１０のいずれか１項に記載の半導体装置の検査装置。
【請求項１２】
前記微細凹凸形状は、凹部及び凸部がストライプ状に形成され且つストライプの延伸方向
が前記プローブピンの移動方向と同一方向に形成された形状、凹部及び凸部がストライプ
状に形成され且つストライプの延伸方向が前記プローブピンの移動方向と垂直方向に形成
された形状、碁盤目形状、やすりの目形状、又はランダムな形状であることを特徴とする
請求項１１に記載の半導体装置の検査装置。
【請求項１３】
前記微細凹凸形状は、表面の粗さが１μｍ以下の微細凹凸形状であることを特徴とする請
求項１１又は１２に記載の半導体装置の検査装置。
【請求項１４】
半導体装置の検査装置用の電源供給ユニットであって、被検査半導体装置の電源電極に対
応する位置に配置されその先端に金属突起を備えた弾性を有する相互に独立したプローブ
ピンと、このプローブピンに電気的に接続され第１の配線層が形成された基材と、この基
材を貫通した貫通電極と、を有することを特徴とする電源供給ユニット。
【請求項１５】
前記プローブピンにおける前記金属突起は１層以上の金属層からなり、前記金属突起の表
面には前記被検査半導体装置の前記電源電極の材料に応じて接触特性の良い材料からなる
１層以上の金属層が形成され、前記第１の配線層上には１層以上の金属層からなる第２の
配線層が形成され、前記金属突起の表面に形成された前記１層以上の金属層と前記第２の
配線層とが分離された構造であることを特徴とする請求項１４に記載の電源供給ユニット
。
【請求項１６】
前記第２の配線層の体積抵抗率は、前記第１の配線層の体積抵抗率よりも小さいことを特
徴とする請求項１５に記載の電源供給ユニット。
【請求項１７】
前記第１の配線層と前記基材との間に、１層以上の金属層からなる第３の金属層が形成さ
れていることを特徴とする請求項１４乃至１６のいずれか１項に記載の電源供給ユニット
。
【請求項１８】
前記第３の金属層の体積抵抗率は、前記第１の配線層の体積抵抗率よりも小さいことを特
徴とする請求項１７に記載の電源供給ユニット。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、半導体装置をウエハ状態で検査するための検査装置に関し、特に半導体装置
の電極ピッチが狭く、且つ高速大容量伝送が必要な半導体装置の検査に好適な検査装置及
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びそれに使用する電源供給ユニットに関する。
【背景技術】
【０００２】
　近時、半導体装置の高密度化、高速大容量伝送化の要求が急速に高まりつつある。特に
、半導体装置の微細化という観点からみると、２００３年度版のＩＴＲＳ（Internationa
l Technology Roadmap for Semiconductors、半導体技術国際ロードマップ）のロードマ
ップにおいて、周辺配置電極のピッチが２００４年の３５μｍから２００９年には２０μ
ｍへ、エリア配置電極のピッチが２００４年の１５０μｍから２００９年には１００μｍ
へと、夫々急速な微細化の進展が予測されている（図１４参照）。このような状況におい
て、微細ピッチ電極を有する半導体装置の検査技術が一つのキーテクノロジーになってい
る。特に、半導体装置製造において、ウエハ状態での素子の電気検査であるウエハ検査を
どのように実施するかという問題は、ウエハ製造工程への問題の迅速なフィードバックに
よる品質向上に寄与し、確実に不良品を除去し半導体装置の量産時における生産直行率を
高め、更に生産性向上による低コスト化を図る上で極めて重要である。
【０００３】
　従来のウエハ検査は、信号の送受信を行う上で接触方式と非接触方式に大別される。現
在、主流で使用されている接触方式は、ウエハとテスター間の信号の送受信を行うための
インターフェースとして、プローブカードを用いて半導体装置電極に何らかの接触子をコ
ンタクトさせる方式である。最も汎用的に用いられている接触子が、カンチレバー方式と
呼ばれるプローブカードであり、金属針を半導体装置電極に接触させる方式である。この
他の接触方式として、金属突起（バンプ）付きのメンブレンシート、ＴＣＰ（Tape Carri
er Package）リード付きのメンブレンシート、シリコンウィスカにめっきを施したピン状
のシリコンプローブを使用したものがある。
【０００４】
　非接触方式は、半導体装置に通信用コイルを配置して外部と無線により信号の入出力を
行う方式、及び半導体装置とミラー構造のチップを用いて半導体装置の信号配線とミラー
チップの配線とを近接させることにより非接触の容量結合により信号取り出しを行う方式
等が知られている。そして、金属針を用いたカンチレバー方式が特許文献１に、金属突起
付きのメンブレンシート方式が特許文献２に、ＴＣＰリード付きのメンブレンシート方式
が特許文献３に、シリコンウィスカを用いた方式が特許文献４に夫々開示されている。ま
た、通信用コイルを用いた方式が特許文献５に、非接触の容量結合により信号取り出しを
行う方式が特許文献６に夫々開示されている。以下、先ず、接触方式の従来技術について
説明する。
【０００５】
　（１）金属針を用いたカンチレバー方式（特許文献１）（第１の従来技術）
　この方式ではタングステン、レニウムタングステン等の金属針を加工し、接触子として
用いる。金属針の狭ピッチ化を図るため、図１７に示すように根元直径１９０μｍの金属
針１５０の先端を極細線加工する。加工された複数の金属針１５０を、遮蔽版１５１を用
いて夫々の間の絶縁をとりつつ、４段積み重ねている。このような構造により、接触子の
先端ピッチを５０μｍ迄狭ピッチ化することを可能としている。
【０００６】
　（２）金属突起（バンプ）付きのメンブレンシートを用いた方式（特許文献２）（第２
の従来技術）
　特許文献２の他に、特許文献７の「バンプ接点付き薄膜プローブ緩衝システム」、及び
特許文献８の「プローブカード」が知られている。これらは、半導体装置の外部電極に対
向した位置に金属突起（バンプ）を有するコンタクトシートを用いた方式のプローブ構造
である。代表例として、図１８に特許文献２に記載のプローブカード構造体の一部及びそ
の製法を示す。
【０００７】
　図１８において、プローブカードを構成するフレキシブルな絶縁フィルム１６０の片面
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に所望の検査回路パターン（図示せず）、及び電極リード１６１が形成されている。電極
リード１６１の先端には、半導体装置１６５の外部端子電極１６６に対向した位置に金属
突起（バンプ）１６２が形成されている。プローブカードは、この金属突起１６２を介し
て半導体装置１６５の外部端子電極１６６と接触する。
【０００８】
　（３）ＴＣＰリード付きのメンブレンシートを用いた方式（特許文献３）（第３の従来
技術）
　特許文献３に類似する従来技術は、特許文献９、特許文献１０、及び特許文献１１にも
開示されている。これらは、半導体装置の外部電極に対向した位置に、金属リードを有す
るフレキシブル基板を使用した方式のプローブ構造を有する。
【０００９】
　代表例として、図１９に、特許文献３に開示されたプローブカードの構造図を示す。図
１９（ａ）はプローブカードの一辺における要部の断面図であり、図１９（ｂ）はプロー
ブカードの一部を破断して示した斜視図である。フレキシブルなフィルム１７１の片面に
所望の検査回路パターン（図示せず）、及びプローブピン１７２が形成されている。この
プローブピン１７２が半導体装置１７５の外部電極と接触する。
【００１０】
　プローブピン１７２は検査回路パターンの先端部にあり、その配線パターンはフィルム
１７１で支持されている。これらの配線パターン、プローブピン１７２、及びフィルム１
７１は一体としてフレキシブル基板（ＦＰＣ）１７０を構成している。フレキシブル基板
１７０が薄いため、単体では所望の接触力を得ることができない。このため、プローブカ
ードは、フレキシブル基板１７０をその両面において支持するクランパ１７３ａ、１７３
ｂ及び支持体１７４を備えている。これにより、プローブピン１７２が半導体装置１７５
の外部電極に確実に接触するようになっている。
【００１１】
　なお、支持体１７４はステンレス製又は真鍮製である。支持体１７４は、フレキシブル
基板１７０のうちプローブピン１７２に近い部分を受ける傾斜面を前方（図１９（ａ）で
は右方）に有し、カード基板（図示せず）への水平な取り付け面を後方（図１９（ａ）で
は左方）に有する。この傾斜面は、図１９（ｂ）からわかるように、上から見ると前端部
を短辺とする台形状である。
【００１２】
　プローブカードは、更に、ステンレス製のハードな補強プレート１７６と、上面に配線
パターンを有するプリント基板１７７とを備える。プリント基板１７７が補強プレート１
７６によって補強されてハードなカード基板が構成される。クランパ１７３ａも前端部を
短辺とする台形プレートである（図１９（ｂ）参照）。クランパ１７３ａは、支持体１７
４の傾斜面上に重ねられた絶縁シート１７８とフレキシブル基板１７０との上に重ねられ
た状態でボルト１７９ａによって支持体１７４に取り付けられる（図１９（ａ）参照）。
グランパ１７３ｂは、フレキシブル基板１７０を間に挟んで、支持体１７４の水平面上に
重ねられた状態で、ボルト１７９ｂにより支持体１７４に取り付けられている。
【００１３】
　これにより、クランパ１７３ａがフレキシブル基板１７０のうちプローブピン１７２側
の部分を上方から支持体１７４の傾斜面に固定すると共に、その前縁部でプローブピン１
７２を上方から支持する。
【００１４】
　（４）シリコンウィスカを接触子に活用したウエハ検査用プローブ（特許文献４）（第
４の従来技術）
　特許文献１２に記載の従来技術に類似する技術は、特許文献１３、特許文献１４にも開
示されている。代表例として、図２０に、特許文献１２に開示されたプローブピン及びそ
れを有するコンタクターの構造図を示す。
【００１５】
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　図２０に示すプローブピンは、シリコン基板１８０に針状単結晶１８１を成長させ、そ
の後、この針状単結晶１８１の面の表面に更にＮｉ下地膜１８２及びＡｕ膜１８３を形成
し、Ａｕ膜１８３の先端にＰｄ膜１８４を形成した構造を持つ。つまり、シリコン基板１
８０上にＡｕの種を配置し、ＶＬＳ成長させることによりシリコンの針状単結晶１８１が
形成される。図示のプローブピンは、針状単結晶１８１の表面に導電膜を設けた半導体計
測用プローブであり、先端部のみを接点材料により被覆したプローブピン構造である。
【００１６】
　次に非接触方式の従来技術について説明する。
【００１７】
　（５）通信用コイルを用いた非接触検査方式（特許文献５）（第５の従来技術）
　本方式による構造と検査方法を図２１（ａ）乃至（ｃ）を参照して説明する。図２１（
ａ）はウエハ１９０の平面図であり、ウエハ１９０に複数の半導体チップ１９６が形成さ
れている。図２１（ｂ）は、（ａ）におけるウエハ１９０上の半導体チップ１９６が設け
られた丸枠部分の拡大図である。図２１（ｂ）に示すように、半導体チップ１９１Ａ、１
９１Ｂに夫々半導体検査専用の通信用コイル１９２Ａ、１９２Ｂが形成され、通信用コイ
ル１９２Ａ、１９２Ｂと接続端子１９３Ａ、１９３Ｂとが夫々配線１９４Ａ、１９４Ｂに
より接続されている。通信用コイル１９２Ａ、１９２Ｂは夫々矩形スパイラル形状のコイ
ルであり、半導体チップ１９１Ａ、１９１Ｂの回路面側に絶縁性の表面保護膜を介して形
成されている。各通信用コイルには２本の配線が形成されており、それらのうちの１本の
配線は半導体チップの内部で接続端子に接続されており、他の１本はスクライブライン上
を経由して接続端子と接続されている。
【００１８】
　この構造の半導体チップを使用し、図２１（ｃ）に示すように、検査を実施する。即ち
、半導体検査装置のヘッド１９５から半導体チップ１９１Ａの通信コイル１９２Ａに対し
て検査信号を無線により出力する。それに対する半導体チップ１９１Ａからの出力信号を
受信することにより、半導体チップ１９１Ａの機能検査を行う。このヘッド１９５又は半
導体チップを移動させることにより、各半導体チップに対して順次検査を行う。
【００１９】
　（６）容量結合を用いた非接触検査方式（特許文献６）（第６の従来技術）
　図２２に、特許文献６に開示された発明の構造図を示す。電圧プローブチップ２１０に
おいては、ＬＳＩチップ２００におけるモニタ対象である信号線２０１に相対向する位置
にセンサー部２１１が配置されており、この電圧プローブチップ２１０により、半導体チ
ップ２００の電圧変化を静電誘導による誘起電圧として検出する。
【００２０】
　詳細には、電圧プローブチップ２１０は、シリコン基板２１２上に形成された増幅回路
等の信号処理回路部２１３と、ＬＳＩチップ２００における信号線２０１に相対向する位
置に配列されたセンサー部２１１と、センサー部２１１上面の膜厚０．５μｍのシリケー
トガラス（誘電体材料層）２１４とで構成されている。誘電体材料層２１４の表面は平滑
になるように研磨が施されている。
【００２１】
　ＬＳＩチップ２００は、シリコン基板２０２表面に配線層２０３が形成されており、こ
の配線層２０３上に形成された層間絶縁膜２０４の表面に信号線２０１が一定間隔で配置
されている。そして、配線層２０３は層間絶縁膜２０４に設けたスルーホールを介して信
号線２０１の信号線電極に接続されている。信号線電極が露出している層間絶縁膜２０４
の表面はＣＭＰ（化学的機械研磨）法等により平坦化処理が施されている。
【００２２】
　ＬＳＩチップ２００の信号線２０１の電極と、電圧プローブチップ２１０のセンサー部
２１１との位置合わせを行い、真空吸引しつつ加圧し、直接接合により固定する。この状
態でＬＳＩチップ２００の外部取り出し端子（図示せず）に電圧を印加して駆動する。そ
して、このときの誘導電圧を電圧プローブチップ２１０のセンサー部２１１で検出し、信
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号処理回路部２１３を介してモニタする。
【００２３】
【特許文献１】米国特許第５,９６９,５３３号
【特許文献２】特開平５－２２６４３０号公報
【特許文献３】特開平６－３３４００６号公報
【特許文献４】特開平１１－１９０７４８号公報
【特許文献５】特開２００３－２７３１８０号公報
【特許文献６】特開２００３－３４４４４８号公報
【特許文献７】特開平５-２４３３４４号公報
【特許文献８】ＷＯ９８／５８２６６
【特許文献９】特開平６－３３４００５号公報
【特許文献１０】特開平６－３３１６５５号公報
【特許文献１１】特開平６－３２４０８１号公報
【特許文献１２】特開平１０－０３８９１８号公報
【特許文献１３】特開平２００２－２５７８５９号公報
【特許文献１４】特開平５－１９８６３６号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００２４】
　しかしながら、上述の従来技術には以下に示すような問題点がある。
【００２５】
　先ず、接触方式による第１乃至第３の従来技術の問題点について、狭ピッチ化と高速信
号伝送の観点から説明する。
【００２６】
　第１の従来技術では、金属針と遮蔽板で４段に積層したプローブを構成しており、４段
積層して接触子の先端ピッチは５０μｍピッチである。更なる狭ピッチ化を図るためには
、以下の問題点がある。
【００２７】
　１．金属針の極細加工、材質変更が必要になるため、加工が極めて困難であり、製造コ
ストが高くなる。
【００２８】
　２．加工できたとしても、金属針の剛性不足のため、十分な耐久性能を確保できない。
【００２９】
　３．金属針の長さが長いため、抵抗による信号の伝送損失が増大し、信号遅延が大きく
、高周波信号の伝送が困難になる。
【００３０】
　第２の従来技術は、メンブレンシートを用いた構造であるため、裏面にグラウンドを形
成し、インピーダンス整合を図ることが可能であり、高速信号伝送には有利な構造である
。しかしながら、半導体装置の外部電極との接触は金属突起（バンプ）を介して行われて
いる。金属突起は、コンタクト時に半導体装置の回路面と接触しないように、ある一定高
さ以上に保つ必要がある。また、基材にフィルム状のメンブレンシートを用いていること
、及びめっきによる製造方法を用いるため、金属突起のピッチは最少で６０μｍ程度であ
り、これ以下の狭ピッチにすることが困難である。
【００３１】
　第３の従来技術は、第２の従来技術と同様にメンブレンシートを使用するため高速信号
伝送には有利である。しかしながら、基材として、フィルム状のフレキシブル材料を使用
しているため、フィルム基板製造プロセスの熱履歴により、４０μｍピッチ以下の微細ピ
ッチの場合、金属リードピッチ方向の位置精度を所望の値（±１.０μｍ以下）に制御す
ることが困難である。また、プローブピンは弾性を有する金属材料である単一の材料で形
成されており、コンタクト対象材料によっては選択を行っていないため良好な接触特性を
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得ることが困難な場合がある。
【００３２】
　第１乃至第３の従来技術は、上記のような問題点を有しており、特に狭ピッチ化という
観点から４０μｍピッチが限界であるという問題点を有している。
【００３３】
　次に、半導体装置の電極に対する接触痕の観点から第１乃至第３の従来技術の問題点に
ついて説明する。
【００３４】
　図２３（ａ）乃至(ｄ)に、夫々第１乃至第４の従来技術により半導体装置の電極にプロ
ービングした場合の、電極上に発生する接触痕の写真を示す。第１乃至第３の従来技術は
、接触子が電極に接触した後、オーバードライブ（接触子が電極に接触した点を基準とし
て、半導体装置を接触子に対して上昇させた量＝押し込み量）を負荷することにより、ア
ルミニウム電極表面の酸化皮膜を突き破り、接触を得るというメカニズムに基づいており
、図２３（ａ）乃至（ｃ）に示すような接触痕が発生する。
【００３５】
　図２４（ａ）に半導体装置の電極２２０の微細化と実接合面積に関する相関図を示す。
図２４（ａ）の左図に示すように、電極パッドピッチが大きい場合、円で示した接合面積
（圧着面積２２１）に対してプロービングによる接触痕２２２の割合は小さい。しかし、
図２４（ａ）の右図に示すように、電極パッドピッチが小さくなると、接触痕２２２の比
率が大きくなる。例えば、図２４（ａ）の左から右へ電極パッドピッチが１００、８０、
７５μｍであるとし、接合面積（圧着面積２２１）とプロービングによる接触痕面積の差
分を接合面積で除した値を実接合面積と定義すると、接触痕２２２の比率は夫々８６、７
９、７５％となり、接触痕２２２の比率が大きくなることがわかる。このように実接合面
積が減少すると、次工程のワイヤボンディング及びフリップチップ実装用のバンプ形成に
おいて、剥がれの発生という接合不良が発生する。この問題点は、接触痕が発生する第１
乃至第３の従来技術に共通した課題である。
【００３６】
　この課題に対する対策として、半導体装置の電極２２３を図２４（ｂ）に示すように、
長方形形状とし、プロービングエリア２２４とボンディングエリア（接続エリア２２５）
に分けること、及びアルミニウム電極２３１の表面の酸化膜の影響を除去するために、ア
ルミニウム電極２３１の上に無電解メッキによりＮｉ膜２３２、Ａｕ膜２３３を成膜して
接圧を低くすること等が行われている。しかしながら、電極形状の長方形化は、チップサ
イズの大型化を引き起こし、ウエハ内でのチップ数量が減少するため、コスト高になると
共に、チップサイズの小型化のネックとなる。また、アルミニウム電極２３１上の表面処
理は、プロセスの追加により製造コストが上昇するといった問題点を有している。これら
の問題点も、第１乃至第３の従来技術に共通した課題である。
【００３７】
　第４の従来技術に関して、上記の狭ピッチ化、高速信号伝送、及び接触痕の観点より問
題点を説明する。第４の従来技術は、半導体装置の外部電極との接触をシリコンの針状単
結晶にめっきを施したピンで行うものであり、半導体装置電極に対して垂直にプロービン
グし、座屈変形を活用して接触を得ている。このため、図２３（ｄ）に示すように、接触
痕は極めて小さく維持できるが、接触圧力が小さいため、表面酸化膜があるアルミニウム
及び銅といった材質に対して、良好な接触を得ることが困難である。狭ピッチ化の観点か
らは、４０μｍピッチ以下の領域になると、ピン直径１０μｍ程度のピンを形成する必要
がある。この場合、ピン成長させる前のＳｉメサへ金バンプを搭載する技術が著しく困難
になり、金属膜を付与したときの応力及びピン形成後の先端トリミング工程によるダメー
ジ発生により、半導体装置の電極ピッチに対応した位置精度の確保が困難となる。また、
ピン直径が極細線になっているため、オーバードライブをかけたときにピン強度の不足に
より、ピンの破壊が発生するという問題点を有する。
【００３８】
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　以上、接触方式による第１乃至第４の従来技術の問題点を述べた。次に、非接触方式で
ある第５及び第６の従来技術の問題点について説明する。第５及び第６の従来技術はいず
れも非接触式であることから、半導体装置電極への接触痕をなくすことができるという利
点を有しているが、以下の問題点が存在する。
【００３９】
　第５の従来技術は、通信用コイルをチップ内部に形成する必要があるため、以下の問題
点を有する。
【００４０】
　１．コイル形成プロセスの追加とチップ内部にコイル形成領域確保が必要になり、チッ
プサイズの大型化を引き起こし、コスト高になる。
【００４１】
　２．通信コイルと接続端子との間が配線されているため、検査終了後に配線を切断する
必要がある。このとき、スクライブライン上の配線は従来プロセスで切断できるため問題
ないが、チップ内部配線の切断は、プロセス追加になるため、コスト高の要因となる。
【００４２】
　３．ウエハ上のチップは近接して並んでいるため、検査対象である所望のチップに隣接
するチップへも信号が送受信される可能性がある。
【００４３】
　４．電源供給方法に関する記載がないため、仮に電源供給を無線で行うと考えると、供
給能力が不足して半導体チップを駆動できない可能性がある。
【００４４】
　第６の従来技術においては、ＬＳＩチップの電源供給は、使用時に実際に用いる電圧を
外部取り出し端子に印加して駆動するものであるが（明細書段落００６２）、特にどのよ
うなプローブを使用するかまでは不明であるため、汎用のカンチレバー方式のプローブを
使用するものと推察される。この場合、以下の問題点がある。
【００４５】
　１．電源供給電極上に接触痕が大きく残り、接合不良が発生する。
　２．電圧プローブチップから外部への信号取り出し構造が、ＴＡＢ又はワイヤを用いて
行うため、高速信号伝送において伝送損失による遅延が発生する。
【００４６】
　３．電圧プローブチップ及びＬＳＩチップはいずれも研磨された平面であり、誘電体材
料層もシリケートガラスであって、極めて固いため、両者を接触させるときに極めてシビ
アな平行度調整が必要になる。
【００４７】
　４．多少でも平行度調整がずれた場合に、どちらかのチップに損傷が発生する。
【００４８】
　５．更に、ＬＳＩチップの配線層は１０μｍ以下のピッチであり、このレベルの位置合
わせを行うためには、汎用のウエハプローバを使用することは不可能であり、特別な装置
が必要になり、コスト高になる。
【００４９】
　以上、上記の問題点をまとめると、接触方式の従来技術には、接触痕を小さくし、４０
μｍ以下の狭ピッチ化への対応が困難であるという問題点がある。一方、非接触方式の従
来技術には、電源供給電極の接触痕を小さくし、汎用装置を用いた検査を行うことが困難
であるという問題点がある。
【００５０】
　本発明はかかる問題点に鑑みてなされたものであって、半導体装置の検査に際して、そ
の電極上の接触痕レス化を実現することで、次工程の接続プロセスにおける高信頼性接続
の実現とデバイスの狭ピッチ化及び低コスト化を可能にする半導体装置の検査装置及びそ
れに使用する電源供給ユニットを提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
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【００５１】
　本発明に係る半導体装置の検査装置は、検査用ＬＳＩと、電源供給ユニットと、前記検
査用ＬＳＩ及び前記電源供給ユニットとテスターとの間の接続用に配置された中間基板と
を有し、前記検査用ＬＳＩは、検査回路及び波形整形回路と、被検査半導体装置と対向す
るように設けられた誘電体材料層と、この誘電体材料層の前記被検査半導体装置と対向す
る面における前記被検査半導体装置の外部端子電極の位置に対応する位置に配置された電
極と、前記誘電体材料層を貫通すると共に前記電極に接続されて外部と信号送受信するた
めの第１の貫通電極と、を有し、前記電源供給ユニットは、前記被検査半導体装置の電源
電極に対応する位置に配置されその先端に金属突起を備えた弾性を有する相互に独立した
プローブピンと、このプローブピンに電気的に接続され第１の配線層が形成された基材と
、この基材を貫通した第２の貫通電極と、を有することを特徴とする。
【００５２】
　前記プローブピンにおける前記金属突起は１層以上の金属層からなり、前記金属突起の
表面には前記被検査半導体装置の前記電源電極の材料に応じて接触特性の良い材料からな
る１層以上の金属層が形成され、前記第１の配線層上には１層以上の金属層からなる第２
の配線層が形成され、前記金属突起の表面に形成された前記１層以上の金属層と前記第２
の配線層とが分離された構造であることが好ましい。
【００５３】
　前記誘電体材料層は、高い比誘電率及び弾性を有する材料から形成されていることが好
ましい。
【００５４】
　前記検査用ＬＳＩと前記電源供給ユニットとを連結する連結部材と、前記連結部材によ
り連結された前記検査用ＬＳＩ及び前記電源供給ユニットと前記中間基板との間に配置さ
れその電極部に導電性粒子を集中化した異方性導電シート又は金属細線を埋設した異方性
導電シートと、前記電源供給ユニットの前記第１の配線層側から前記電源ユニットを介し
て前記異方性導電シートを支持することにより前記異方性導電シートを前記中間基板に固
定する固定部材と、を有するように構成してもよい。
【００５５】
　前記検査用ＬＳＩは、高密度配線基板と検査専用ＬＳＩとに分離され、前記高密度配線
基板は、前記被検査半導体装置と対向する面における前記被検査半導体装置の前記外部端
子電極の位置に対応する位置に配置された表面電極と、前記被検査半導体装置と対向する
面とは反対側の面に形成された裏面電極と、前記表面電極と前記裏面電極とを接続する配
線層とを有し、前記検査専用ＬＳＩは、前記検査回路及び前記波形整形回路を有し、前記
高密度配線基板と前記検査専用ＬＳＩとを電気的に接続するように構成してもよい。
【００５６】
　前記第２の配線層の体積抵抗率は、前記第１の配線層の体積抵抗率よりも小さいことが
好ましい。
【００５７】
　前記電源供給ユニットにおける前記第１の配線層と前記基材との間に、１層以上の金属
層からなる第３の金属層が形成されていてもよい。
【００５８】
　前記第３の金属層の体積抵抗率は、前記第１の配線層の体積抵抗率よりも小さいことが
好ましい。
【００５９】
　前記金属突起の形状は、前記被検査半導体装置と対向する面の形状を長方形状とする角
柱形状であり、その幅は、前記プローブピンの幅以下であり、その長さは、前記プローブ
ピンが前記半導体装置の電源電極と接触してからの前記プローブピンの先端部の移動量と
前記プローブピンの長手方向の位置公差及び前記半導体装置の電源電極の寸法公差を考慮
した長さとを加えた寸法以上であり、その高さは、前記第１の配線層の表面を基準として
、前記被検査半導体装置の電源電極が前記金属突起と接触してからの押込み量と前記金属
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突起の高さ公差及び前記被検査半導体装置の電源電極の高さ公差を考慮した高さとを加え
た寸法以上とすることができる。
【００６０】
　前記金属突起の表面に形成された前記１層以上の金属層は、金又は金合金層であっても
よい。
【００６１】
　前記金属突起の表面に形成された前記１層以上の金属層は、その表面に微細凹凸形状を
有するものであってもよい。
【００６２】
　前記微細凹凸形状は、凹部及び凸部がストライプ状に形成され且つストライプの延伸方
向が前記プローブピンの移動方向と同一方向に形成された形状、凹部及び凸部がストライ
プ状に形成され且つストライプの延伸方向が前記プローブピンの移動方向と垂直方向に形
成された形状、碁盤目形状、やすりの目形状、又はランダムな形状であってもよい。
【００６３】
　前記微細凹凸形状は、表面の粗さが１μｍ以下の微細凹凸形状であることが好ましい。
【００６４】
　本発明に係る電源供給ユニットは、半導体装置の検査装置用の電源供給ユニットであっ
て、被検査半導体装置の電源電極に対応する位置に配置されその先端に金属突起を備えた
弾性を有する相互に独立したプローブピンと、このプローブピンに電気的に接続され第１
の配線層が形成された基材と、この基材を貫通した貫通電極と、を有することを特徴とす
る。
【００６５】
　前記プローブピンにおける前記金属突起は１層以上の金属層からなり、前記金属突起の
表面には前記被検査半導体装置の前記電源電極の材料に応じて接触特性の良い材料からな
る１層以上の金属層が形成され、前記第１の配線層上には１層以上の金属層からなる第２
の配線層が形成され、前記金属突起の表面に形成された前記１層以上の金属層と前記第２
の配線層とが分離された構造であることが好ましい。
【００６６】
　前記第２の配線層の体積抵抗率は、前記第１の配線層の体積抵抗率よりも小さいことが
好ましい。
【００６７】
　前記第１の配線層と前記基材との間に、１層以上の金属層からなる第３の金属層が形成
されていてもよい。
【００６８】
　前記第３の金属層の体積抵抗率は、前記第１の配線層の体積抵抗率よりも小さいことが
好ましい。
【発明の効果】
【００６９】
　本発明によれば、半導体装置、即ち被検査ＬＳＩの電極上の接触痕レス化を実現するこ
とができ、これにより、次工程の接続プロセスにおける高信頼性接続の実現とデバイスの
狭ピッチ化及び飛躍的な低コスト化が可能となる。また、検査用ＬＳＩを使用することに
より、従来と比較して高速検査が可能になり、半導体装置をベアチップの状態でパッケー
ジ品と同等レベルの選別検査を実施することが可能となる。従って、ベアチップを使用し
たＳｉｐ（System in a Package）構造の生産直行率を高め、大幅に生産コストを低減で
きる。
【図面の簡単な説明】
【００７０】
【図１】本発明の第１の実施形態に係る半導体装置の検査装置を示す断面図である。
【図２】図１に示された検査用ＬＳＩの製造方法の流れを説明するための断面図である。
【図３】図２に続く、検査用ＬＳＩの製造方法の流れを説明するための断面図である。
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【図４】図３に続く、検査用ＬＳＩの製造方法の最後の工程を説明するための断面図であ
る。
【図５】検査用ＬＳＩから被検査ＬＳＩに信号が伝搬する信号経路における送受信部のブ
ロック図である。
【図６】図１に示された電源供給ユニットを説明するための図であり、（ａ）は、電源供
給ユニット２０の平面図及びＡ－Ａ線に沿った断面図、（ｂ）は、（ａ）に示すプローブ
部３６の平面図、（ｃ）は、（ａ）に示すプローブ部３６の断面図である。
【図７】第１の実施形態の電源供給ユニットにおけるプローブ部の別の例を示した図であ
る。
【図８】第１の実施形態の電源供給ユニットにおけるプローブ部の更に別の例を示した図
である。
【図９】本発明の第２の実施形態に係る半導体装置の検査装置を示す断面図である。
【図１０】本発明の第３の実施形態に係る半導体装置の検査装置を示す断面図である。
【図１１】本発明の第４の実施形態に係る半導体装置の検査装置を示す断面図である。
【図１２】図１に示された電源供給ユニットの製造方法の流れを説明するための断面図で
ある。
【図１３】図１２に続く、電源供給ユニットの製造方法の流れを説明するための断面図で
ある。
【図１４】図１３に続く、電源供給ユニットの製造方法の流れを説明するための断面図で
ある。
【図１５】図１４に続く、電源供給ユニットの製造方法の流れを説明するための断面図で
ある。
【図１６】ＬＳＩの電極ピッチの微細化ロードマップを説明するための図である。
【図１７】第１の従来技術を説明するための斜視図である。
【図１８】第２の従来技術を説明するための断面図である。
【図１９】第３の従来技術を説明するための（ａ）側面図及び（ｂ）斜視図である。
【図２０】第４の従来技術を説明するための断面図である。
【図２１】第５の従来技術を説明するための図である。
【図２２】第６の従来技術を説明するための断面図である。
【図２３】第１乃至第４の従来技術の課題について説明するための図である。
【図２４】従来技術の別の課題について説明するための図である。
【符号の説明】
【００７１】
　　１０；検査用ＬＳＩ
　　１０Ａ、２０Ｂ；貫通電極
　　２０；電源供給ユニット
　　２１；プローブピン
　　２２；基材
　　２３；第１の配線層
　　２４Ａ；第１の金属層
　　２４Ｂ；第２の金属層
　　２５；第２の配線層
　　２６；カバー膜
　　２７；第３の配線層
　　２８；第３の金属層
　　３０；中間基板
　　４０；異方性導電シート
　　５０；被検査ＬＳＩ（半導体装置）
【発明を実施するための最良の形態】
【００７２】
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　以下、本発明の実施形態について添付の図面を参照して詳細に説明する。
【００７３】
（第１の実施形態）
　図１は、本発明の第１の実施形態に係る半導体装置の検査装置を示す断面図であり、特
に、電源供給ユニットとそのプローブ部分の詳細を示す。先ず、本実施形態の全体構成を
説明する。図１に示すように、本実施形態に係る半導体装置の検査装置は、検査用ＬＳＩ
１０と、電源供給ユニット２０と、中間基板３０とから構成されている。
【００７４】
　被検査物である半導体装置（被検査ＬＳＩ５０という）は、ウエハステージ３００上に
載置されている。検査用ＬＳＩ１０は、ＬＳＩウエハ１０１を有し、このＬＳＩウエハ１
０１上における被検査ＬＳＩ５０の外部端子電極５２の位置に対応する位置には、被検査
ＬＳＩ５０と同じ電極５１が配置されている。また、検査用ＬＳＩ１０は、検査信号の入
出力を行う検査回路（図示せず）と、信号の入出力の際に波形整形するための波形整形（
コンパレータ）回路（図示せず）と、テスター等の外部との信号入出力及び電源供給のた
めの貫通電極（第１の貫通電極）１０Ａと、回路面に形成された誘電体材料層１１７とを
有している。
【００７５】
　電源供給ユニット２０においては、基材２２上に第１の配線層２３が形成されており、
この第１の配線層２３には複数の弾性を有するプローブピン２１が電気的に接続されてい
る。これらの複数のプローブピン２１は夫々独立した形状を有しており、また、その先端
部が被検査ＬＳＩ５０の電源電極の位置に対応するようにプローブピン２１が配置されて
いる。プローブピン２１においては、その先端部における被検査ＬＳＩ５０の電源電極と
接触する箇所に金属突起が形成されており、この金属突起の表面には、被検査ＬＳＩ５０
の電源電極材料に応じて接触特性に優れた材料からなると共に、１層以上の金属層からな
る第２の金属層２４Ｂが形成されている。また、第１の配線層２３の表面には、１層以上
の金属層からなる第２の配線層２５が形成され、更に、第２の配線層の表面には、保護膜
（カバー膜）２６が形成されている。更にまた、基材２２には、外部への信号取り出しの
ための貫通電極（第２の貫通電極）２０Ｂが設けられている。本実施形態は、基材２２上
に形成された第１の配線層２３上に、１層以上の金属層からなる第２の配線層２５が形成
され、しかも、前記金属突起表面の第２の金属層２４Ｂと第２の配線層２５とが分離され
た構造であることを特徴としている。
【００７６】
　中間基板３０の下面の所定の箇所には複数の電極３１が設けられており、これらは検査
用ＬＳＩ１０に設けられた貫通電極１０Ａ及び電源供給ユニット２０に設けられた貫通電
極２０Ｂに接続される。また、中間基板３０の上面には、プローブカードにおけるパフォ
ーマンスボードの電極配置に対応する位置に電極３２が設けられており、中間基板３０の
内部には基板の上面及び下面に夫々設けられた電極３１及び３２を接続する配線層３３が
設けられている。検査用ＬＳＩ１０及び電源供給ユニット２０と中間基板３０との間は、
電極３１と貫通電極１０Ａ及び貫通電極２０Ｂとの間に設けられた、例えば、はんだボー
ル３４で接続される。
【００７７】
　次に、図２乃至図４を参照して、検査用ＬＳＩの製造方法について詳細に説明する。
【００７８】
　先ず、図２（ａ）に示すように、拡散プロセスが完了し、表面に外部電極としてのアル
ミニウム電極１０２を形成したＬＳＩウエハ（検査用ＬＳＩ）１０１を用意する。
【００７９】
　次に、図２（ｂ）に示すように、ＬＳＩウエハ１０１の表面にＣＶＤによりカバー膜１
０３を１０乃至１５μｍの厚さで形成した後、表面をＣＭＰ（化学的機械研磨）法により
平坦化処理し、その上にレジスト１０４を全面塗布により形成する。
【００８０】
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　次に、図２（ｃ）に示すように、貫通電極１０Ａ（図１）を形成する部分のレジスト１
０４、カバー膜１０３をフォトリソグラフィーにより除去する。除去部分の寸法は、アル
ミニウム電極１０２のサイズの５０％程度とする。即ち、アルミニウム電極１０２のサイ
ズが１００μｍであれば、除去部分のサイズは５０μｍとする。
【００８１】
　次に、図２（ｄ）に示すように、除去部分に対応するアルミニウム電極１０２をウエッ
トエッチング又はドライエッチングにより除去する。
【００８２】
　次に、図２（ｅ）に示すように、ＲＩＥ（Reactive Ion Etching）によりＬＳＩウエハ
１０１に２００乃至３００μｍの深さの貫通孔１０１ａを形成する。
【００８３】
　次に、図２（ｆ）に示すように、貫通孔１０１ａの内壁を含む表面全域にＣＶＤにより
絶縁膜１０５を０.２μｍの厚さで形成する。
【００８４】
　更に、図２（ｇ）に示すように、ステップ（ｆ）に引続いて、ＴｉＮによる１０ｎｍ厚
のバリア層とＣｕによる０．１５μｍ厚のシード層とによるバリア／シード層１０６を形
成した後、貫通孔１０１ａ内をＣｕめっき１０７により埋め込む。これにより貫通電極１
０Ａが形成される。
【００８５】
　次に、図２（ｈ）に示すように、表面に堆積したＣｕをウエットエッチング又はＣＭＰ
法を用いて除去し、更にアルミニウム電極１０２の表面が露出するまでカバー膜１０３を
ドライエッチングにより除去する。
【００８６】
　次に、図２（ｉ）、（ｊ）に示すように、レジスト１０８を塗布した後、貫通電極部分
のレジストをエッチング処理により除去する。
【００８７】
　次に、図３（ｋ）、（ｌ）に示すように、アルミニウム電極１０２と貫通電極１０Ａの
導通を得るために、その表面に無電解Ｎｉ／Ａｕめっき１０９を施し、レジスト１０８を
除去する。
【００８８】
　次に、図３（ｍ）、（ｎ）に示すように、ガラス等を材質とする支持体１１０とＬＳＩ
ウエハ１０１とを接着剤１１１で張り合わせ、貫通電極１０Ａの底面側より１０乃至３０
μｍ程度Ｓｉが残るまで裏面から研削処理を行った後、ドライエッチングを用いて貫通電
極１０Ａ部分の頭出しを実施する。
【００８９】
　次に、図３（ｏ）に示すように、ＣＶＤを用いてＬＳＩウエハ１０１の裏面へ絶縁膜（
ＳｉＮ又はＳｉＯ２等）１１２を形成する。
【００９０】
　次に、図３（ｐ）乃至（ｒ）に示すように、絶縁膜１１２をＣＭＰ又はドライエッチン
グにより除去した後、裏面電極形成のため、バリア層とシード層によるバリア／シード層
１１３を形成し、不要な部分はレジスト１１４を用いてミリングにより除去する。続いて
レジストを除去して貫通電極１０Ａの裏面側に裏面電極１１５を形成する。
【００９１】
　次に、図３（ｓ）、（ｔ）に示すように、保護膜（パッシベーション膜）１１６を表面
側と同様に形成し、支持体１１０を剥離する。
【００９２】
　次に、図４に示すように、回路面上にシリコーンゲル（誘電体材料層）１１７を塗布し
て２乃至５μｍの厚さで形成する。シリコーンゲル１１７は、例えば東レダウコーニング
シリコーン社のＳＥ４４４４５ＣＶ（登録商標）、ＳＥ４４４０（登録商標）等の比誘電
率が４乃至７の比較的高いものを用いることが好ましい。また、シート状のエラストマー
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を接着剤で貼り付けることも可能である。
【００９３】
　なお、検査用ＬＳＩ１０と被検査ＬＳＩ５０と間のインターフェース構造は、検査用Ｌ
ＳＩ１０及び被検査ＬＳＩ５０の各外部信号電極を近接させて容量結合により信号伝送を
行う構造であるため、送信側から送られる信号はインターフェース部分で波形が微分され
た状態で受信側に伝搬する。従って、受信側ではこの微分された波形を元の信号波形に戻
す為の波形整形回路を搭載する必要がある。例えば、検査用ＬＳＩ１０から被検査ＬＳＩ
５０に信号が伝搬する信号経路には前記波形整形回路を被検査ＬＳＩ５０側に搭載し、被
検査ＬＳＩ５０から検査用ＬＳＩ１０に信号が伝搬する信号経路には前記波形整形回路を
検査用ＬＳＩ５０側に搭載する。また、双方向の信号を扱う信号経路には検査用ＬＳＩ１
０側及び被検査ＬＳＩ５０側の両方に波形整形回路を搭載する。
【００９４】
　図５は、検査用ＬＳＩ１０と被検査ＬＳＩ５０との間のインターフェース構造の一例と
して、検査用ＬＳＩ１０から被検査ＬＳＩ５０に信号が伝搬する信号経路における送受信
部を示したブロック図である。図５（ａ）及び（ｂ）においては、検査用ＬＳＩ１０と被
検査ＬＳＩ５０との間に容量５０４が形成されており、検査用ＬＳＩ１０及び被検査ＬＳ
Ｉ５０の各外部信号電極を近接させて容量結合により信号伝送を行う構造となっている。
波形の復元処理は、図５（ａ）では比較器５０１により、また、図５（ｂ）ではプリアン
プ５０２及び保持素子５０３により行う。なお、被検査ＬＳＩ５０においては、この回路
をチップ間のスクライブライン上に形成することも可能である。この場合、回路規模を増
加させることなく、本発明の検査装置を適用することができる。
【００９５】
　次に、図６（ａ）乃至（ｃ）を参照して、電源供給ユニット２０の各部位の使用材料と
詳細構造について説明する。図６（ａ）は、電源供給ユニット２０の平面図及びＡ－Ａ線
に沿った断面図、（ｂ）は、（ａ）に示すプローブ部３６の平面図、（ｃ）は、（ａ）に
示すプローブ部３６の断面図である。
【００９６】
　図６（ａ）に示すように、基材２２の表面には第１の配線層２３が形成され、この第１
の配線層のピッチ間隔は、被検査半導体装置の電源用電極に対応するプローブ部における
小さなピッチ間隔から、中間基板３０の電極に接続できる大きなピッチ間隔まで平面的に
ピッチ拡張されている。
【００９７】
　基材２２は、半導体材料として汎用的に使用されているシリコン、又はシリコンと熱膨
張係数の近い材料であるガラスセラミックス、若しくはガラス等を使用する。これは、電
源供給ユニット２０の製造時の熱履歴によるピン位置精度の劣化を抑制すること、及びバ
ーンイン試験時の温度差による被検査半導体装置の電源電極とプローブピン２１間の位置
ずれを抑制するためである。これらの材料の中でも加工容易性及び電気特性の観点から、
ガラスセラミックスを使用することが好ましい。
【００９８】
　図６（ｂ）及び（ｃ）に示すように、第１の配線層２３はプローブピン２１に接続され
ており、そのため製造容易性を考慮してプローブピン２１の基部である第１の金属層２４
Ａと同一材料であるＮｉ（ニッケル）又はＮｉ合金を用いる。第１の配線層２３の幅は、
製造時にショートが発生せず、リークも発生しないレベルである被検査半導体装置の電源
電極ピッチの５０乃至６０％程度とする。厚さは、製造容易性を考慮してプローブピン２
１の第１の金属層２４Ａの厚さと同等とする。
【００９９】
　第２の配線層２５は、配線部分の導電率を高めて導体損失を低減することを目的として
第１の配線層２３の上に形成する。材質は、第１の配線層２３の材質であるＮｉ又はＮｉ
合金と比較して体積抵抗率が小さく、体積抵抗率が１×１０－８乃至４×１０－８Ωｍの
範囲の金属（例えば、金、金／銅合金、金／パラジウム合金、銅）を用いる。図６（ｂ）
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に示すように、第２の配線層２５の形成領域は、プローブピン２１の根元部分が設置され
た基材２２の端部から製造時の公差２μｍ程度基材２２側に入った位置から、第１の配線
層２３の幅から製造公差分を差し引いた幅で第１の配線層２３の全表面に形成する。従っ
て、第１の配線層２３の幅が３０μｍの場合は、第２の配線層２５は２８μｍ幅で全面に
形成する。
【０１００】
　プローブピン２１は、電気めっきによる製造が可能であり、１００ＧＰａ以上のヤング
率を有する金属（例えば、Ｎｉ、Ｎｉ／鉄合金、Ｎｉ／コバルト合金、Ｎｉ／マンガン合
金）を材料として用いる。プローブピン２１の幅は、被検査半導体装置の電源用電極ピッ
チの５０乃至６０％とする。プローブピン２１の厚さと長さは、弾性限界内で所望の接触
圧力を得ることができ、所定のオーバードライブ量（被検査半導体装置の電極がプローブ
ピンと接触した点を基準として被検査半導体装置を押込む量を示す。以下、ＯＤ量という
。）を負荷したときに、被検査半導体装置とプローブピンとが干渉しないことを制約条件
として決定する。
【０１０１】
　被検査半導体装置の電源用電極との接点となる金属突起３５の材質は、金属突起３５の
表面に形成される第２の金属層２４Ｂ以外の部分を、第１の金属層２４Ａとの密着性を考
慮して、プローブピン２１の母材金属である第１の金属層２４Ａと同じ材質であるＮｉ又
はＮｉ合金とする。もちろん、Ｎｉと同等以上の硬度を有するその他の材料を使用するこ
とも可能である。図６（ｂ）及び（ｃ）に示すように、金属突起３５の幅Ｗはプローブピ
ン２１の幅以下とし、金属突起の長さＬ２は、プローブピン２１が被検査半導体装置の電
源電極と接触してからのプローブピン２１の先端部の移動量と、プローブピンの移動方向
の位置公差及び被検査半導体装置の電極寸法の公差を考慮した長さとを加えた寸法以上と
し、その形状は例えば長方形状とする。金属突起３５の高さＨ２は、第１の配線層２３の
表面を基準として、被検査半導体装置の電源電極が金属突起３５と接触してからの押込み
量と金属突起３５の高さ公差及び被検査半導体装置の電源電極の高さ公差を考慮した高さ
とを加えた寸法以上とする。
【０１０２】
　金属突起３５の表面形状は、コンタクト対象に応じて適正な形状に加工する。被検査半
導体装置の電源電極が金バンプの場合は、金属突起の表面形状は凹凸の無いフラットな形
状とする。電気めっき終了後の表面の粗さが０．０５μｍ以下であれば、フラット形状を
形成するための特別な加工は不要である。表面の粗さが、０．０５μｍを越える場合は、
表面の研磨を実施する。被検査半導体装置の電源電極がアルミニウム又は銅の場合は、こ
の電源電極上に自然酸化皮膜が表面に存在するので、これを突き破るために金属突起３５
の表面に、粗さが１μｍ以下のレベルで微細凹凸を形成する。この微細凹凸の形状は、図
６（ｂ）の右上図に例示するように、凹部及び凸部がストライプ状に形成され且つストラ
イプの延伸方向がプローブピン２１の移動方向と同一方向に形成したもの、凹部及び凸部
がストライプ状に形成され且つストライプの延伸方向がプローブピン２１の移動方向と垂
直方向に形成したもの、碁盤目形状のもの、やすりの目形状のもの等の種々の形状とする
ことができ、更に、ランダムな形状のものを採用することもできる。
【０１０３】
　金属突起３５の表面には、金属突起の酸化防止を目的として第２の金属層２４Ｂが形成
されている。第２の金属層２４Ｂは、例えば０．０５乃至３μｍの厚さの金又は金合金（
Ａｕ（金）－Ｐｄ（パラジウム）、Ａｕ－Ｃｏ（コバルト）、Ａｕ－Ｃｕ（銅）等）によ
り形成される。なお、図示例では、第２の金属層２４Ｂの形状は、平板状となっている。
【０１０４】
　図６（ａ）に示すように、貫通電極２０Ｂを基材２２の内部を貫通するように形成し、
また、第３の配線層２７を基材２２の第１の配線層が形成されている面とは反対側の面上
に形成し、貫通電極２０Ｂを介して第３の配線層２７と第１の配線層２３と接続すること
により、基材２２の裏面への配線引き出しが可能になり、外部ＩＦ信号の高速伝送が可能
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になる。
【０１０５】
　貫通電極２０Ｂの寸法は、基材２２の外部端子ピッチにより決まる。例えば０.５ｍｍ
ピッチの場合は、Φ（直径）は２００乃至３００μｍ、長さ（深さ）は１００乃至３００
μｍである。第３の配線層２７は、例えば２０μｍ以下の厚さのＮｉ膜とその上層に厚さ
２μｍ以下のＡｕめっきで構成されている。配線部の形状が円形の場合、その直径は２０
０乃至３００μｍである。
【０１０６】
　図６（ａ）に示すように、基材２２の中央部には貫通孔２２ａが形成されており、この
貫通孔２２ａはプローブピン２１を独立化し、検査用ＬＳＩ１０を配置するために必要で
ある。貫通孔２２ａは、基材２２の機械的強度を考慮して深さ２００μｍ以上とし、外形
サイズは被検査ＬＳＩ５０上に形成された最外周の電極により囲まれた領域のサイズに、
プローブピン２１の長さ及びその公差分から決まるサイズを加えた領域サイズとする。
【０１０７】
　次に、電源供給ユニット２０の寸法について、被検査ＬＳＩ５０の電源電極ピッチが５
０μｍの場合を一例として説明する。
【０１０８】
　プローブピン２１の幅Ｗは、製造上ショートが発生しない最大の３５μｍであり、厚さ
Ｈ１は、１回の電気めっきで形成可能である３５μｍとする。プローブピン２１の長さＬ
１は、１２０μｍのＯＤ量をプローブピン２１に負荷したときに弾性限界内であり、且つ
導体損失及びクロストークノイズの最小化のために長さを極力短くするという条件から８
００μｍとする。
【０１０９】
　金属突起３５の高さＨ２は、被検査ＬＳＩ５０を８０μｍ押込んだときに、被検査ＬＳ
Ｉ５０とプローブピン２１とが接触しないこと及び製造精度を考慮して、最小１００μｍ
とする。第１の配線層２３の上に形成する第２の配線層２５は、プローブピン２１の根元
部分が設置された基材２２の端部から製造時の公差２μｍほど基材２２側に入った位置か
ら第１の配線層２３全面に幅３２μｍで形成する。金属突起３５の表面に形成する第２の
金属層２４Ｂの長さＬ２は、押込み量８０μｍのときに、第２の金属層２４Ｂが被検査Ｌ
ＳＩ５０の電源電極に必ず接するために必要な長さ２７μｍと、製造精度±２μｍと、位
置精度±１μｍとを考慮して、３０μｍ以上必要である。また、第２の金属層２４Ｂの厚
さは、製造性を考慮して２μｍとする。
【０１１０】
　なお、図７に示すように、第２の金属層２４Ｂに代えて、角錐形状の第４の金属層２４
Ｂ’を設けることも可能である。角錐形状の金属層２４Ｂ’は、シリコンにＫＯＨ（水酸
化カリウム）溶液を使用した異方性エッチングを施すことにより所望の角錐形状を形成し
、更に、金属めっきを施すことにより得ることができる。この角錐バンプを第１の金属層
２４Ａに形成した金属突起部に転写接続することにより、図７に示す第４の金属層２４Ｂ
’を形成することができる。
【０１１１】
　次に、本実施形態の効果について説明する。本実施形態に係る半導体装置の検査装置は
、以下のような効果を奏する。
【０１１２】
　１．被検査ＬＳＩ５０の電極上の接触痕を飛躍的に低減できる。
【０１１３】
　２．４０μｍピッチ以下の超微細ピッチ対応が可能である。
【０１１４】
　３．電源供給ユニット２０において大幅なピン数削減が可能である。
【０１１５】
　４．検査用ＬＳＩ１０と被検査ＬＳＩ５０との平行度調整の許容度を大きくできる。
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【０１１６】
　５．電源供給ユニット２０のプローブピン２１の長期信頼性を確保でき、十分な実用性
を有する。
【０１１７】
　これらの効果を奏する理由を、以下に順次説明する。本実施形態においては、被検査Ｌ
ＳＩ５０の電極上の接触痕を飛躍的に低減できる理由は２点ある。１点目は、非接触の容
量結合による信号伝送を用いる点である。これにより、信号電極の接触痕を皆無にできる
。２点目は、電源電極の接触子として、コンタクト対象に応じて電気接点部の構造を最適
化したフィンガーリード方式のプローブを使用することにより、超低圧で安定した接触を
得ることができるからである。例えば、５０μｍピッチのアルミニウム電極に対しては、
ＯＤ量５０μｍ、０．３ｇ／ｐｉｎ以上の接圧で安定した接触を実現できる。この値は、
従来のカンチレバー方式の１／２０以下の接圧であり、接触痕もサブミクロンオーダーレ
ベルに小さくできる。また、電源電極を数個まとめて１箇所で接触するようにすれば、更
に接触痕を皆無にできる電極数が増加する。
【０１１８】
　次に、４０μｍピッチ以下の超微細ピッチ対応が可能である理由は、主に３点ある。１
点目は、基材２２としてガラスセラミックス、ガラス、シリコン等のＰＩ（ポリイミドフ
ィルム）と比較して熱膨張係数が小さい材料を使用したことにより、製造工程の熱履歴に
おける精度劣化を防止できるからである。２点目は、電鋳技術の適用により、極めて微細
なピン幅で一定レベルの厚さを確保できるため、十分な接圧を確保できるからである。例
えば、１０μｍのピン幅で１０μｍのピン厚が形成できる。３点目は、マイクロマシン技
術の適用により、アディティブ工法によりプローブピン２１及び基材２２上の配線層を形
成できるからである。
【０１１９】
　電源供給ユニット２０において大幅なピン数削減が可能である理由は、信号電極への接
触が不要であること、更に、電源電極を一定数まとめて１箇所で接触するからである。
【０１２０】
　検査用ＬＳＩ１０と被検査ＬＳＩ５０との平行度調整の許容度を大きくできる理由は、
検査用ＬＳＩ１０の回路面に弾性を有する誘電体材料を用いることにより、若干の平行度
のばらつきであれば、そのばらつきを誘電体材料層１１７により吸収することができるか
らである。
【０１２１】
　電源供給ユニット２０においてプローブピン２１の長期信頼性が確保できる理由は以下
の通りである。即ち、プローブピン２０における被検査ＬＳＩ５０の電源電極に接触する
面に形成された第２の金属層２４Ｂと、第１の配線層２３の上に形成された第２の配線層
２５とが分離され、第２の金属層２４Ｂを除くプローブピン２１を単一の弾性材料から形
成する構造としたためである。また、金属突起を被検査ＬＳＩ５０の電源電極との接触部
分に設けることにより、ウエハステージ３００を上昇させて被検査ＬＳＩ５０をプローブ
ピン２１と接触させたときに、被検査半導体装置の電源電極部分のみを金属突起と接触さ
せることができる。金属突起を設けないか、又は厚さの小さな金属層を設ける場合は、被
検査ＬＳＩ５０の電源電極部以外にプローブピン２１が接触するため、接圧が減少し、Ｏ
Ｄ量の増加を招き、仮に初期接触を確保できたとしても長期信頼性の劣化に繋がる。従っ
て、金属突起を設けることは、小さなＯＤ量で安定接触を実現し、長期信頼性を維持する
極めて有効な手段である。
【０１２２】
　次に、プローブ部の他の構成例について、図８を参照して説明する。図８のプローブ構
造が図１のプローブ構造と異なる点は、第１の配線層２３と基材２２との間に、第３の金
属層２８を備えている点である。第３の金属層２８は、第１の配線層２３の材料であるＮ
ｉ又はＮｉ合金と比較して体積抵抗率が小さく、体積抵抗率が１×１０－８乃至４×１０
－８Ωｍの範囲の金属（例えば、金、金/銅合金、金/パラジウム合金、銅）を材料として
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形成されている。このような構造により、第１の実施形態における電源供給ユニット２０
の配線層構造と比較して、更に高い導電性を獲得できるため、高速信号伝送時の導体損失
を小さくすることができ、飛躍的な信号透過特性向上を図ることができる。なお、本構造
は、１ＧＨｚ以上の信号伝送が必要な場合に特に有効である。１ＧＨｚ以下の場合は、第
１の実施形態における配線構造により、十分な信号伝送特性を得ることができる。また、
図７に示すように、第３の配線層２８は、図７のプローブ部に適用されても良い。
【０１２３】
（第２の実施形態）
　図９は、本発明の第２の実施形態に係る半導体装置の検査装置を示す断面図である。本
実施形態と第１の実施形態との違いは、電源供給ユニット２０における基材２２の裏面側
（基材２２の上面側）に検査用ＬＳＩ１０の方向に伸びる突出部３７を設け、この突出部
３７と検査用ＬＳＩ１０の裏面（検査用ＬＳＩ１０の上面）の端部とを接着剤４１により
連結固定している点である。加えて、検査用ＬＳＩ１０及び電源供給ユニット２０と中間
基板３０との間に、異方性導電シート４０を配置している。この異方性導電シート４０は
、その所定の箇所に形成された電極４２に導電性粒子を集中化したもの、又は金属細線を
埋設したものである。そして、電極４２は、中間基板３０の下面に設けられた電極３１に
接続され、更に、検査用ＬＳＩ１０、電源供給ユニット２０及び異方性導電シート４０は
、中間基板３０に着脱可能に設けられた固定手段である押さえ治具４５により、電源供給
ユニット２０のカバー膜２６の表面を下方から支持することにより、中間基板３０に取り
付けられた構造となっている。また、検査用ＬＳＩ１０の貫通電極１０Ａと異方性導電シ
ート４０の電極４２とは、バンプ４３を介して接続されている。このような構成により、
着脱容易性の向上と、被検査ＬＳＩ５０と検査用ＬＳＩ１０及び電源供ユニット２０との
間の平行度の調整を行うことが容易となり、平行度のばらつきを吸収することができると
いうメリットを有している。
【０１２４】
（第３の実施形態）
　図１０は、本発明の第３の実施形態に係る半導体装置の検査装置を示す断面図である。
本実施形態と第１及び第２の実施形態との違いは、被検査ＬＳＩ５０におけるウエハ５１
１内部に、全チップに共通の共通電源層５１２を設けることにより、電源供給ユニット２
０のプローブピン数を削減した点である。共通電源層５１２は、ウエハ５１１全体を共通
化するものではなく、ウエハ５１１を１／８又は１／４分割等の一定のエリアに分けて共
通化することも可能である。更に、本実施形態においては、不良チップが発生した場合に
、即座に電源ラインを他のチップと切断できる構造も有している。このような構造により
、検査中に不良チップが発生した場合も、他の被検査ＬＳＩを検査することが可能になる
。
【０１２５】
　更にまた、ウエハ５１１内部に共通電源層５１２を設けることにより、プローブピン２
１と接触する電源電極はチップ間のスクラブライン上、又はウエハ５１１の周辺部に配置
できる。従って、電源ユニットのプローブピン２１の位置を、上記ウエハ５１１の電源電
極５１３位置に対応させることにより、プローブピン２１は被検査ＬＳＩ５０上の電源電
極に接触せずに被検査ＬＳＩ５０への電源供給及び検査が実施でき、電源電極を含めた被
検査ＬＳＩ５０の全電極の接触痕を皆無にすることが可能となるため、検査後の接続信頼
性が飛躍的に高まる。
【０１２６】
（第４の実施形態）
　図１１は、本発明の第４の実施形態に係る半導体装置の検査装置を示す断面図である。
本実施形態と第１乃至第３の実施形態との違いは、検査用ＬＳＩの代わりに、高密度配線
基板６０と検査専用ＬＳＩ７０とを備える点にある。
【０１２７】
　図１１に示すように、高密度配線基板６０は、検査用ＬＳＩの代わりに、被検査ＬＳＩ
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５０の信号電極に対応する位置に電極を有しており、この電極により被検査ＬＳＩ５０と
容量結合による信号送受信を行う。更に、高密度配線基板６０は、この信号を検査専用Ｌ
ＳＩ７０に伝送するための配線層及び電極を有している。また、検査専用ＬＳＩ７０の外
部電極は、高密度配線基板６０の電極と接続されている。
【０１２８】
　本実施形態は、検査用ＬＳＩを検査専用ＬＳＩ７０と被検査ＬＳＩ５０に対して容量結
合を行う高密度配線基板６０とに分離することにより、検査専用ＬＳＩ７０に貫通電極の
形成が不要になるというメリットを有している。但し、検査信号が高密度配線基板６０の
配線を経由するので、信号伝送損失が発生して高速検査では不利になるため、検査内容に
応じて第１乃至第３の実施形態との使い分けが必要になる。
【０１２９】
（電源供給ユニットの製造方法）
　次に、図１における電源供給ユニット２０の製造方法について、図１２及び図１５を参
照して詳細に説明する。
【０１３０】
　基材２２として所望寸法を有するガラスセラミックス又はガラス等の絶縁性材料を準備
する（図１２（ａ））。次に、基材２２における被検査ＬＳＩの電源電極位置にプローブ
ピンの長さを加えた領域に、深さ２００μｍ以上で座ぐり部３２１を形成する（図１２（
ｂ））。基材２２の外形寸法は、電源電極、外部ＩＦのピン数、及び貫通電極１０Ａのピ
ッチに依存する。例えば、ピン数が２００ピン、貫通電極１０Ａのピッチを０．５ｍｍと
すると、基材２２は２７ｍｍの外形となる。この後、波長３５５ｎｍのハイパワーＬＤ（
Laser Diode）励起タイプのＹＡＧ(Yttrium Aluminium Garnet)レーザ又はＲＩＥ（React
ive Ion Etching）により、貫通孔３２２を、Φ（直径）２００μｍ、深さ２７０μｍ以
上の領域に形成する（図１２（ｃ））。次に、プラズマＣＶＤ（Chemical Vapor Deposit
ion）法又はスパッタ法を用いて、銅のシード層３２３を１００乃至３００ｎｍの厚さで
全面に膜付けする（図１２（ｄ））。
【０１３１】
　次に、図１２（ｅ）に示すように、座ぐり部３２１と貫通孔３２２に電気めっきにより
銅層を完全に充填して、犠牲層３２４及び貫通電極２０Ｂを形成する。貫通孔３２２内を
完全充填する場合、当然ながら表面上に数乃至数十μｍの銅層が堆積するため、銅めっき
完了後にＣＭＰ（Chemical Mechanical Polishing）法により、表面に堆積する銅層を除
去してフラットな状態を形成する。引続いて、犠牲層３２４及び貫通電極２０Ｂの露出し
ている表面に、０．３μｍ程度の厚さの銅によるシード層３２６を成膜する（図１２（ｆ
））。そして、シード層３２６の表面にレジスト３２７を２０μｍの厚さで接着又は塗布
（図１２（ｇ））した後に、露光、現像を行うフォトリソグラフィーを用いてプローブピ
ン及び第１の配線層に相当する部分のレジストが除去された凹部形状を形成する（図１３
（ｈ））。そして、この凹部に電解めっきにより弾性を有する第１の金属層２４Ａと第１
の配線層２３を成長させる（図１３（ｉ））。
【０１３２】
　引続いて、レジストと金属面とが同一平面になるように研磨を行い、その表面に厚さ４
０μｍのレジスト３２８を塗布して（図１３（ｊ））、露光、現像を行い、金属突起を形
成する領域に凹部３２９を形成する（図１３（ｋ））。次に、この凹部３２９に第１の金
属層２４Ａをめっきにより形成する。このプロセスを３回繰り返すことにより、高さ１０
０μｍ以上の金属突起を確保できる（図１２（ｌ））。なお、１００μｍ以上の金属突起
の高さＨ２が必要な場合は、凹部形成とめっきによる埋め込みのプロセスを繰り返す（図
１３（ｍ）、図１３（ｎ）、図１４（ｏ）、図１４（ｐ））ことにより、順次高さを積み
上げることができる。ここで、図１３（ｍ）において、３３０はシード層を、図１３（ｎ
）において、３３１はレジストを表す。
【０１３３】
　次に、金属突起表面を研磨する工程に入るが、この段階でコンタクト対象、即ち被検査
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半導体装置の電源電極材料に応じて加工方法を使い分ける。コンタクト対象が金電極又は
金バンプの場合、ＣＭＰ（Chemical Mechanical Polishing）加工による研磨を実施し、
表面の粗さが０．０５μｍ以下のレベルを確保するように処理を行う。コンタクト対象が
アルミニウム電極又は銅電極の場合は、ＣＭＰ加工を実施した後に金属突起表面層に０．
１乃至０．７μｍの凹凸を設ける。
【０１３４】
　凹凸形成方法の一例を説明する。微細金属粒子を有する＃２０００のラッピングシート
（研磨紙）を準備し、これをプローブピンの移動方向にプローブピンの先端から３００μ
ｍの間の領域で５０回程度移動させることにより、０．１乃至０．７μｍの凹凸構造を設
けることができる。他の凹凸形成方法として、適正な空孔率を有するセラミック材料又は
適正な凹凸を事前に形成したシリコン基板を用いることも可能である。凹凸形状は、図６
で説明したように、プローブピンの移動方向のみでなく、移動方向と垂直方向、碁盤目形
状、斜め形状、やすりの目形状やランダム形状等の様々な形成を採ることができる。この
微細凹凸により、アルミニウムや銅表面の自然酸化膜を突き破り安定した接触を実現でき
る。
【０１３５】
　引続いて、シード層３３３を形成し、レジスト３３２を塗布し（図１４（ｑ））、露光
、現像により凹部を形成し、第２の金属層２４Ｂをめっきにより０．０１μｍ以上の厚さ
で成膜する（図１４（ｒ））。これにより、第１の金属層２４ＡであるＮｉ又はＮｉ合金
上の酸化膜の影響を排除することができるため、より安定した接触を実現できる。
【０１３６】
　この工程が終了した段階で基材裏面の加工を行う（図１４（ｓ））。まず、グラインダ
ーを用いて基材２２の厚さが２５０μｍ程度になるまで薄型化し、必要に応じてダメージ
層を除去するためにドライエッチングを実施する。次に、貫通電極２０Ｂが露出した裏面
全面にスパッタにより０．３μｍ程度の銅によるシード層３３４を形成する（図１４（ｔ
））。この表面に２０μｍの厚さのレジスト３３５を塗布し、露光、現像により第２の配
線層２５に相当する部分のレジストが除去された凹部形状を形成する。凹部に５乃至１５
μｍ厚のＮｉ又はＮｉ合金を電気めっきにより形成して第３の配線層２７を形成する。引
続いて、表層に無電解めっきによりＡｕ又はＡｕ合金めっきを０．０１μｍ以上の厚さで
形成する（図１４（ｕ））。次に、裏面のレジスト層、シード層を夫々ウエットエッチン
グ、ミリングにより除去し、表面のレジスト層、シード層も同様の手法で除去する（図１
５（ｖ）乃至図１５（ｙ））。最後に犠牲層３２４をウエットエッチングで除去する（図
１５（ｚ））。
【０１３７】
　以上のようにして、コンタクト対象に応じて接触特性の良い材料と構造を有する金属突
起部を先端に備えたプローブピン２１と、金属突起表面の第２の金属層２４Ｂと第１の配
線層２３の表層に形成する第２の配線層２５とが分離されたことを特徴とする電源供給ユ
ニット２０を得ることができる（図１３（ｚｚ））。
【０１３８】
　以上、詳細に説明したように、本発明に係る半導体装置の検査装置は、検査用ＬＳＩと
、電源供給ユニットと、検査用ＬＳＩ及び電源供給ユニットとパフォーマンスボードとの
間に配置され、ピッチ拡張配線層を有する中間基板とから構成されている。そして、検査
用ＬＳＩは、検査回路と、波形整形（コンパレータ）回路と、被検査ＬＳＩの信号電極パ
ッドに対応した位置に設けられた電極と、電源駆動及び外部インターフェース用の貫通電
極と、被検査ＬＳＩに対向する面に形成された誘電体材料とを有する。一方、電源供給ユ
ニットは、被検査ＬＳＩの電源電極に対応した位置に配置され、弾性を有する相互に独立
したプローブピンと、このプローブピンと電気的に接続され第１の配線層が形成された基
材とを有する。また、プローブピンの先端部には被検査ＬＳＩの電源電極をプローブする
ための１層以上の金属層からなる金属突起が形成されており、更に、この金属突起の表面
には、被検査ＬＳＩの電極材料に応じて接触特性の良い材料からなる１層以上の金属層が
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形成されている。第１の配線層の上には、１層以上の金属層からなる第２の配線層が形成
されており、金属突起の表面に形成された１層以上の金属層と、第２の配線層とは分離さ
れた構造となっている。
【０１３９】
　このような構成によれば、電源供給ユニットが、被検査ＬＳＩの電源電極部に対応した
位置に、金属突起を備えた相互に独立したリード形状のプローブピンを有しているため、
被検査ＬＳＩを検査用ＬＳＩに十分近接させることができ、信号電極の容量結合による非
接触の信号伝送が可能となる。また、電源供給ユニットのプローブピンは、その金属突起
における被検査ＬＳＩの電源電極との接触面に、被検査ＬＳＩの電極材料に応じて接触特
性の良い金属層を有しているため、安定した接触を超低圧で実現することができる。従っ
て、被検査ＬＳＩの電極の接触痕は、信号電極では皆無となり、電源電極では極めて小さ
くできる。
【０１４０】
　また、本発明の電源供給ユニット構造により、電源電流が流れる経路における伝送損失
を低減出来るため、より効率の良い電源供給が可能となる。
【０１４１】
　また、プローブピンの先端部における金属突起に設けられた第２の金属層を金又は金合
金とすることにより、酸化による接触抵抗の増大を低減できる。また、金又は金合金は抵
抗が比較的に小さい金属であるため、電源供給において大容量の電流が流せるなど、効果
が大きい。
【０１４２】
　その結果、以下の効果を奏する。
【０１４３】
　１．検査後の接続信頼性が飛躍的に高まる。
【０１４４】
　２．被検査ＬＳＩの電極形状を長方形から正方形にすることができるため、チップサイ
ズの小型化に伴う狭ピッチ化と低コスト化を実現できる。
【０１４５】
　３．信号送受信が検査用ＬＳＩと被検査ＬＳＩとの間で行われるので、従来のテスター
からプローブピンまでの配線距離と比較すると、信号伝送距離を極短距離化でき、より実
動作レベルに近い高速検査が可能になる。
【０１４６】
　４．検査用ＬＳＩの回路面に比誘電率が比較的高く、弾性を有する誘電体材料を配置す
るので、ウエハプローバのウエハステージと本発明の検査装置間の平行度に対するマージ
ンを大きくとることができる。
【０１４７】
　以上から、本発明に係る半導体装置の検査装置は、被検査ＬＳＩの電極上の接触痕レス
化により、次工程の接続プロセスにおける高信頼性接続の実現、デバイスの狭ピッチ化、
及び飛躍的な低コスト化を可能にする。また、検査用ＬＳＩを使用することにより、従来
と比較して高速検査が可能になり、半導体装置をベアチップの状態でパッケージ品と同等
レベルの選別検査を実施することが可能となる。従って、ベアチップを用いたＳｉｐ構造
の生産直行率を高め、大幅に生産コストを低減できる。
【産業上の利用可能性】
【０１４８】
　本発明は、半導体装置の検査に好適に利用することができる。
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【図２０】 【図２１】
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【図２４】

【手続補正書】
【提出日】平成18年12月28日(2006.12.28)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
検査用ＬＳＩと、電源供給ユニットと、前記検査用ＬＳＩ及び前記電源供給ユニットとテ
スターとの間の接続用に配置された中間基板とを有し、前記検査用ＬＳＩは、ウエハと、
検査回路及び波形整形回路と、前記ウエハにおける被検査半導体装置と対向する面側に設
けられた誘電体材料層と、この誘電体材料層の内部であって前記ウエハにおける前記被検
査半導体装置と対向する面における前記被検査半導体装置の外部端子電極と対向した位置
に配置された電極と、前記ウエハを貫通すると共に前記電極に接続されて外部と信号送受
信するための第１の貫通電極と、を有し、前記電源供給ユニットは、前記被検査半導体装
置の電源電極に対応する位置に配置されその先端に金属突起を備えた弾性を有する相互に
独立したプローブピンと、このプローブピンに電気的に接続され第１の配線層が形成され
た基材と、この基材を貫通した第２の貫通電極と、を有することを特徴とする半導体装置
の検査装置。
【請求項２】
前記プローブピンにおける前記金属突起は１層以上の金属層からなり、前記金属突起の表
面には前記被検査半導体装置の前記電源電極の材料に応じて接触特性の良い材料からなる
１層以上の金属層が形成され、前記第１の配線層上には１層以上の金属層からなる第２の
配線層が形成され、前記金属突起の表面に形成された前記１層以上の金属層と前記第２の
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配線層とが分離された構造であることを特徴とする請求項１に記載の半導体装置の検査装
置。
【請求項３】
前記誘電体材料層は、高い比誘電率及び弾性を有する材料から形成されていることを特徴
とする請求項１又は２に記載の半導体装置の検査装置。
【請求項４】
前記検査用ＬＳＩと前記電源供給ユニットとを連結する連結部材と、前記連結部材により
連結された前記検査用ＬＳＩ及び前記電源供給ユニットと前記中間基板との間に配置され
その電極部に導電性粒子を集中化した異方性導電シート又は金属細線を埋設した異方性導
電シートと、前記電源供給ユニットの前記第１の配線層側から前記電源ユニットを介して
前記異方性導電シートを支持することにより前記異方性導電シートを前記中間基板に固定
する固定部材と、を有することを特徴とする請求項１乃至３のいずれか１項に記載の半導
体装置の検査装置。
【請求項５】
前記検査用ＬＳＩは、高密度配線基板と検査専用ＬＳＩとに分離され、前記高密度配線基
板は、前記被検査半導体装置と対向する面における前記被検査半導体装置の前記外部端子
電極の位置に対応する位置に配置された表面電極と、前記被検査半導体装置と対向する面
とは反対側の面に形成された裏面電極と、前記表面電極と前記裏面電極とを接続する配線
層とを有し、前記検査専用ＬＳＩは、前記検査回路及び前記波形整形回路を有し、前記高
密度配線基板と前記検査専用ＬＳＩとを電気的に接続したことを特徴とする請求項１乃至
３のいずれか１項に記載の半導体装置の検査装置。
【請求項６】
前記第２の配線層の体積抵抗率は、前記第１の配線層の体積抵抗率よりも小さいことを特
徴とする請求項２乃至５のいずれか１項に記載の半導体装置の検査装置。
【請求項７】
前記電源供給ユニットにおける前記第１の配線層と前記基材との間に、１層以上の金属層
からなる第３の金属層が形成されていることを特徴とする請求項２乃至６のいずれか１項
に記載の半導体装置の検査装置。
【請求項８】
前記第３の金属層の体積抵抗率は、前記第１の配線層の体積抵抗率よりも小さいことを特
徴とする請求項７に記載の半導体装置の検査装置。
【請求項９】
前記金属突起の形状は、前記被検査半導体装置と対向する面の形状を長方形状とする角柱
形状であり、その幅は、前記プローブピンの幅以下であり、その長さは、前記プローブピ
ンが前記半導体装置の電源電極と接触してからの前記プローブピンの先端部の移動量と前
記プローブピンの長手方向の位置公差及び前記半導体装置の電源電極の寸法公差を考慮し
た長さとを加えた寸法以上であり、その高さは、前記第１の配線層の表面を基準として、
前記被検査半導体装置の電源電極が前記金属突起と接触してからの押込み量と前記金属突
起の高さ公差及び前記被検査半導体装置の電源電極の高さ公差を考慮した高さとを加えた
寸法以上であることを特徴とする請求項１乃至８のいずれか１項に記載の半導体装置の検
査装置。
【請求項１０】
前記金属突起の表面に形成された前記１層以上の金属層は、金又は金合金層であることを
特徴とする請求項２乃至９のいずれか１項に記載の半導体装置の検査装置。
【請求項１１】
前記金属突起の表面に形成された前記１層以上の金属層は、その表面に微細凹凸形状を有
することを特徴とする請求項２乃至１０のいずれか１項に記載の半導体装置の検査装置。
【請求項１２】
前記微細凹凸形状は、凹部及び凸部がストライプ状に形成され且つストライプの延伸方向
が前記プローブピンの移動方向と同一方向に形成された形状、凹部及び凸部がストライプ
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状に形成され且つストライプの延伸方向が前記プローブピンの移動方向と垂直方向に形成
された形状、碁盤目形状、やすりの目形状、又はランダムな形状であることを特徴とする
請求項１１に記載の半導体装置の検査装置。
【請求項１３】
前記微細凹凸形状は、表面の粗さが１μｍ以下の微細凹凸形状であることを特徴とする請
求項１１又は１２に記載の半導体装置の検査装置。
【請求項１４】
半導体装置の検査装置用の電源供給ユニットであって、被検査半導体装置の電源電極に対
応する位置に配置されその先端に金属突起を備えた弾性を有する相互に独立したプローブ
ピンと、このプローブピンに電気的に接続され第１の配線層が形成された基材と、この基
材を貫通した貫通電極と、を有することを特徴とする電源供給ユニット。
【請求項１５】
前記プローブピンにおける前記金属突起は１層以上の金属層からなり、前記金属突起の表
面には前記被検査半導体装置の前記電源電極の材料に応じて接触特性の良い材料からなる
１層以上の金属層が形成され、前記第１の配線層上には１層以上の金属層からなる第２の
配線層が形成され、前記金属突起の表面に形成された前記１層以上の金属層と前記第２の
配線層とが分離された構造であることを特徴とする請求項１４に記載の電源供給ユニット
。
【請求項１６】
前記第２の配線層の体積抵抗率は、前記第１の配線層の体積抵抗率よりも小さいことを特
徴とする請求項１５に記載の電源供給ユニット。
【請求項１７】
前記第１の配線層と前記基材との間に、１層以上の金属層からなる第３の金属層が形成さ
れていることを特徴とする請求項１４乃至１６のいずれか１項に記載の電源供給ユニット
。
【請求項１８】
前記第３の金属層の体積抵抗率は、前記第１の配線層の体積抵抗率よりも小さいことを特
徴とする請求項１７に記載の電源供給ユニット。
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